
令和８年２月３日 

財 務 部 経 理 課 

 

 

世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事請負契約変更 

 

１ 契約件名  世田谷区成城五丁目、六丁目付近枝線工事 

２ 相 手 方  東京都世田谷区喜多見七丁目２７番地  

株式会社高橋組興業 

代表者 高 橋 利 明 

３ 契約金額  議決金額 ２１２，３００，０００円 

        変更金額 １４１，６０５，２００円 

４ 工 期  令和８年３月２４日 

５ 変更理由  工事着手後、掘削により道路下の埋設物と雨水管との干渉が判明し、

推進工事区間の中止が生じたため。 


